
・届出できる方は、転出する本人または同一世帯員です。

　上記以外の方からの届出の場合、本人記入の委任状が必要です。

・住民異動届等を送付いただくと、転出証明書（書面）を返送いたします（発行手数料無料）。

　転出証明書到着後、新住所の市区町村で転入の届出を行ってください。

１．住民異動届（郵送用） … 別添

２．返信用の封筒返信用の封筒 … 返信先の住所（新住所または旧住所）、氏名を記入し切手を貼る。

　　　　　　　　　　　　

３．本人確認書類 …

４．その他 …

①から③を、まとめて送ってください。

【送付・問い合わせ先】

〒７９６－０３０１

愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１９９３番地１

伊方町役場　町民課　住民生活係

TEL ０８９４－３８－２６５３

官公署が発行した身分証明書の写し（個人番号カード、運転免許証、在
留カード、健康保険証、年金手帳、年金証書等）
※顔写真入りの本人確認書類は１点、顔写真のない本人確認書類は２点
必要です。
※保険証の写しを添付する場合は、保険者番号、被保険者番号及び記
号、QRコードにマスキングをしてください。

　以上のものが用意できましたら、伊方町へ郵送してください。

国民健康保険証、印鑑登録証明書、医療受給者証等町へ返却するもの
（手続きが必要なもの場合がございますので事前にお問い合わせくださ
い。）

郵送での転出届出の要領について

　伊方町から町外へ住所を移したい場合、伊方町へ転出の届出が必要です。窓口へくることが困難な場
合、郵送により転出の届出を行うことができます。要領は次のとおりです。

◎注意事項

・マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方は、転出証明書（書面）の発行なしで転出ができま
す（特例転出）。処理完了後、転出証明書に代えて町からの電話連絡いたしますので、マイナンバーカー
ドまたは住基カードを持参のうえ、新住所の市区町村で転入の届出を行ってください。
※ただし、以下の場合は特例転出はできませんので、転出証明書（書面）を改めて請求してください。
・受付処理時点で異動日（引っ越した日）から１４日以上経過している場合
・「新住所に住み始めた日から１４日以内」または「転出予定日から３０日以内」いずれかの早い日まで
に転入届を出せない場合

◎次のものを用意してください。

※お急ぎの場合は速達分の切手を貼って下さい。
※特例転出（マイナンバーカードを利用した転出）の場合または海外へ
転出する場合は、転出証明書（書面）の発行がないので、返信用封筒は
必要ありません。

①
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〒796-0301



伊方町長　殿

☐希望しません

※特例転出（マイナンバーカードを利用した転出）をする場合、転出証明書は発行されません。
処理完了後、「連絡先」にお電話でご連絡いたします。

※以下の場合は、特例転出はできません。
・受付処理時点で異動日（引っ越した日）から１４日以上経過している場合
・「新住所に住み始めた日から１４日以内」または「転出予定日から３０日以内」いずれかの早
い日までに転入届を出せない場合
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人
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入

）

氏　名　（フリガナ） 生年月日 性別 続柄

異動する人の中にマイナンバーカードまた
は住基カードをお持ちの方がいる場合の
みお答えください

特例転出（カードを利用した転出）を
☑希望します
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大・昭・平・令
男

女．　　．

3

イカタ　イチロウ 大・昭・平・令
男

女
子

伊方　一郎 2．　2．1

2

イカタ　ハナコ 大・昭・平・令
男

女
妻

伊方　花子 63．　3．1

1

イカタ　タロウ 大・昭・平・令
男

女
世帯主

伊方　太郎 62．　4．1

旧
住
所

愛媛県西宇和郡伊方町　　湊浦１９９３番地１ 世
帯
主

伊方　太郎

方書（建物名）

異動の日（予定日） 令和　　　　5年　　　4月　　　3日

新
住
所

東京都新宿区西新宿〇丁目○○番〇号 世
帯
主

伊方　太郎

△△アパート　１０１号室

住民異動届（郵送用）
記入日：令和　　　5年　　　4月　　　1日

申
請
者

氏名

　　　　　　　　　伊方　太郎
ＴＥＬ
　　　　〇〇〇-××××-○○××

異動する人との関係 １．本人　　　２．同一世帯員

転出に伴う手続きで連絡をする場合がありますので
日中に連絡のとれる電話番号を記入ください



伊方町長　殿

☐希望しません

※特例転出（マイナンバーカードを利用した転出）をする場合、転出証明書は発行されません。
処理完了後、「連絡先」にお電話でご連絡いたします。

※以下の場合は、特例転出はできません。
・受付処理時点で異動日（引っ越した日）から１４日以上経過している場合
・「新住所に住み始めた日から１４日以内」または「転出予定日から３０日以内」いずれかの早い日ま
でに転入届を出せない場合
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氏　名　（フリガナ） 生年月日 性別 続柄

異動する人の中にマイナンバーカードまた
は住基カードをお持ちの方がいる場合の
みお答えください

特例転出（カードを利用した転出）を
☐希望します
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方書（建物名）

異動の日（予定日） 令和　　　　年　　　　月　　　　日

新
住
所

世
帯
主

方書（建物名）

住民異動届（郵送用）
記入日：令和　　　　年　　　　月　　　　日

申
請
者

氏名 ＴＥＬ（日中に連絡のとれる番号）

異動する人との関係 １．本人　　　２．同一世帯員


